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入所・訪問・通所に違いについて

利用者は家族等から
感染している可能性
がある

訪問する職員は汚染
エリアに入ってサービ
スを行う形になる

ウイルスを持って行か
ない・持って帰らない
ための対策が必要

クリーンエリアを作る
ことが可能

職員や面会者など，
外部からウイルスを持
ち込む人への対策が
中心

汚染エリアである家庭か
らの利用者は，送迎車
で通所サービス施設へ

施設は汚染エリアに分
類され，多数の利用者
に対してレクリエーション，
リハビリ，食事，入浴介
助を行う

施設はしばしば入所施
設と重なるため，エリア
の区分が困難
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入所の場合

面会者

職 員

職員や面会者など，外部からウイルスを持ち込む人への対策が中心
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訪問の場合

職 員

ウイルスを訪問先に持って行かず，且つ持って帰らないようにする

個
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通所の場合

職 員

汚染エリアからの利用者を送迎車に乗せて施設へ移動する為

送迎車や通所者の過ごす場所（施設の一部）は汚染エリアとなる

利用者

運転する
職員

施 設



通所サービスでの感染対策



健康チェックはどうすればいい？

自宅に迎えに行く際に，以下いずれかに該当すれば
サービスを行わない

① 体温：37.5℃以上（当日測定する）

② 感冒様症状（咳・咽頭痛・息苦しさ・倦怠感など）

③ 味覚・嗅覚異常

④ 過去1ヶ月以内にPCR陽性歴がある

⑤ 過去2週間以内に濃厚接触者として自宅待機指示を
受けたことがある

⑥ 同居家族に①～⑤に該当する人がいる



健康チェックの一例

チェックシートを作成し，同居家族に

日付と署名をもらう方法もある



送迎車での感染対策

汚染エリアの自宅に迎えに行くため，
送迎車の中も汚染エリアに分類される



運転手の感染対策は？

運転手の感染予防のポイントは２つ

乗降の介助による身体的接触

車内での飛沫



送迎車での感染対策はどうすればいい？

① 身体的接触について

 毎回手袋・エプロンなどの個人防護
具を使用すると，相当な数が必要

 施設に着いて利用者を施設内に送
り届けた後の手指衛生を重視し，
着替えも不要



送迎車での感染対策はどうすればいい？

② 車内での飛沫について

 マスク着用（種類は問わない）

 窓ガラスは少し開けて，換気を促す



送迎車での感染対策はどうすればいい？

 車内は汚染エリア扱いなので，継続
的に利用する場合，日々の消毒作業
は不要

 消毒を行う場合は十分な車内換気の
後に実施する
（可能であれば24時間）

③車内の清掃について

【参考】 CDC Cleaning and Disinfection for Community Facilities
日本産業衛生学会/日本渡航医学会 新型コロナウイルス情報 企業と個人に求められる対策



車内消毒の実際

 消毒にはアルコール消毒液（70％～
80％），または次亜塩素酸ナトリウム
（0.05％）を用いて拭き取りする

 サージカルマスク，長袖ガウン，手袋，
帽子，ゴーグルを着用する

【参考】 CDC Cleaning and Disinfection for Community Facilities
日本産業衛生学会/日本渡航医学会 新型コロナウイルス情報 企業と個人に求められる対策



施設でのエリア区分

通所サービスを行う汚染エリアと，

入所者のクリーンエリアが混在することは避ける

汚染エリア

通所サービスを行う
スペース

クリーンエリア

入所者のいる
スペース共通

スペース



やむを得ず同じエリアを使用する場合

 通所サービス終了後に高頻度接触面
（テーブル，椅子，手すり，ドアノブなど）
を中心とした消毒作業と換気を行う

 床面の汚染による感染は証明されておらず

清掃は不要．



職員のグループ分け

通所サービスに携わる職員は，入所者向けの職員
とは別々が望ましい

入所者グループ 通所グループ



リハビリでの注意点

 マスク着用により感染拡大はある程度
予防可能

 リハビリ器具の高頻度接触面（手で握
るところなど）は利用者ごとに清拭する
となお良い

 清拭はアルコールや次亜塩素酸ナトリ
ウムである必要はなく，通常の環境クロ
ス等で良い



食事提供時の注意点

 利用者がマスクを外すため，飛沫感染対策が困難

 流行が進んだ時期はサービス休止を検討

 お弁当を持って帰ってもらうなどの工夫が必要

① スペースが許せば対面で座らない
一方向に向かって座る
お互いの距離を1メートル程度離す

② 食器類の洗浄は通常通りで良い



入浴サービスでの注意点

職員と利用者との距離が近いため，飛沫感染予防
に特に注意する

職員はマスクではなく，バンダナのような布地のも
ので代用可能



感染防護用品がない場合の臨時代替手段

公益社団法人全国老人福祉施設協議会ホームページより



感染対策の基本はいつも同じ

職員の中に不顕性感染者がいると仮定した場合
利用者に感染させないためには・・・

勤務中のマスク着用，こまめな手指消毒を！



まとめ

 通所サービスは感染対策の課題が多い

 感染状況に応じてサービスの時間帯や内容の
検討が必要

 感染が疑わしい事例が発生した際は，自治体
を通じて「広島県感染症医療支援チーム」の派
遣要請を


